
す
る
保
険
給
付
費
は
膨
ら
み
、
厳
し
い

財
政
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
の
保
険
給
付
費
は
約
86

億
円
と
な
り
、
前
年
度
よ
り
約
2
億
9
、

0
0
0
万
円
も
増
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、

1
人
当
た
り
の
保
険
給
付
費
は
24
万
4
、

4
0
4
円
と
な
り
、
1
人
当
た
り
の
国

保
税
課
税
額
の
3
倍
以
上
と
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
で
き
る
限
り
加
入
者
の
負
担

を
抑
制
す
る
た
め
、
市
の
一
般
会
計
か

ら
の
繰
り
入
れ
で
財
源
不
足
を
補
て
ん

し
て
対
応
し
て
き
ま
し
た
。
平
成
26
年

度
は
、
約
15
億
7
、
0
0
0
万
円
を
繰

り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
一
般
会
計
は
市
税
を
主
な

財
源
と
し
て
い
る
た
め
、
繰
入
金
を
増

や
し
続
け
る
こ
と
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
に

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

国
保
制
度
の
広
域
化

　
平
成
30
年
度
か
ら
国
保
制
度
の
運
営

主
体
が
市
町
村
か
ら
都
道
府
県
へ
変
わ

り
ま
す
。

　
広
域
化
後
の
国
保
税
は
、
県
か
ら
示

さ
れ
る
標
準
的
な
税
率
な
ど
を
参
考
に
、

市
が
個
々
の
事
情
に
応
じ
た
賦
課
・
徴

（
40
〜
64
歳
の
人
の
み
対
象
）に
分
か
れ
、

そ
れ
ら
の
合
計
額
が
世
帯
主
に
課
税
さ

れ
ま
す（
左
上
イ
ラ
ス
ト
）。

　
こ
の
加
入
者
が
納
め
る
国
保
税
と
、

国
・
県
か
ら
の
支
出
金
な
ど
で
国
保
は

運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

県
内
一
低
い
課
税
額

　
本
市
の
国
保
税
は
、
平
成
25
年
度
に

改
正
を
行
っ
た
後
も
、
県
内
で
最
も
低

い
税
率
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
度
の
国
保
税
課
税
額
は
、

1
世
帯
当
た
り
13
万
8
、
0
4
2
円

（
県
内
市
平
均
16
万
9
、
9
9
6
円
）、

1
人
当
た
り
7
万
8
、
9
8
5
円（
同

9
万
7
、
1
8
3
円
）で
、
県
内
で
最

も
低
い
額
で
し
た
。

厳
し
い
財
政
状
況

　
国
保
加
入
者
の
高
齢
化
の
進
展
な
ど

に
よ
る
医
療
費
の
増
加
で
、
市
が
負
担

国
保
の
算
定
方
法

　
国
保
税
は
、
基
礎
課
税
分
、
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付
金
分

収
を
行
う
た
め
、
直
ち
に
県
内
統
一
の

税
率
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
将
来
的
に
は
県
内
で
一
本

化
さ
れ
た
税
率
を
目
指
す
こ
と
か
ら
、

税
率
が
急
変
し
な
い
よ
う
広
域
化
を
見

据
え
て
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

引
き
上
げ
は
世
帯
平
均

約
1
万
7
、
0
0
0
円

　
今
回
の
税
率
改
正
で
は
、
国
保
税
の

課
税
額
で
約
3
億
5
、
0
0
0
万
円
の

引
き
上
げ
と
し
ま
し
た
。
こ
の
金
額
は

世
帯
平
均
で
約
1
万
7
、
0
0
0
円
、

加
入
者
一
人
当
た
り
で
は
約
1
万
円
の

引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
各
世
帯
へ
の
実
際
の
影
響

額
は
、
加
入
者
数
・
年
齢
構
成
・
所
得

金
額
や
、
一
定
所
得
以
下
世
帯
へ
の
減

額
制
度
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
改
正
後
も
県
内
で
最
も
低
い
税
率
で

あ
り
、
今
後
も
加
入
者
の
負
担
水
準
を

低
く
維
持
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
き
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

平
成
28
年
度
か
ら
税
率
が
変
更
に

国
民
健
康
保
険
税

国
民
健
康
保
険（
国
保
）は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
の
経
済
的

な
負
担
を
少
な
く
す
る
た
め
に
、
加
入
者
が
国
保
税
を
出
し
合
い
、

お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。
平
成
28
年
度
か
ら
税
率
が
変
更

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

40歳未満の人

基
礎　課

税
分

基
礎　課

税
分

　介
護

保
険
料

　
　介
護

納
付
金
分

基
礎　課

税
分
後期高齢者
支援金分

後期高齢者
支援金分

後期高齢者
支援金分

40歳以上65歳未満の人 65歳以上75歳未満の人

区分 改正前 改正後

基礎課税分

所得割率*¹ 5.72% 6.30%
均等割額*² 1万7,500円 1万9,800円
平等割額*³ 1万4,000円 1万7,000円
課税限度額 51万円 52万円

後期高齢者
支援金分

所得割率 1.43% 1.73%
均等割額 5,000円 7,000円
課税限度額 16万円 17万円

介護納付金分
所得割率 1.54% 1.68%
均等割額 1万4,000円 1万5,000円
課税限度額 14万円 16万円

合計

所得割率 8.69% 9.71%
均等割額 3万6,500円 4万1,800円
平等割額 1万4,000円 1万7,000円
課税限度額 81万円 85万円

年齢別の国保税の内訳

国民健康保険税の税率

＊1　所得割率…所得に対する税率
＊2　均等割額…1人当たりの金額
＊3　平等割額…1世帯当たりの金額

広報なりた 2016.4.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です9


